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平成 31 年 4 月 17 日  

保健福祉局健康推進課  

 
 

健康寿命の延伸について 
 
 
１ 健康寿命とは 
  

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間 
 

 

 〇 健康日本 21（第 2 次）において、「健康寿命の延伸」は、中心課題とされ

ており、指標として盛り込まれている。 
 

  【健康日本 21（第 2 次）における「健康寿命の延伸」】 

 目標項目 目標（平成 34 年度） 

健康寿命の

延伸 

日常生活に制限のない期間の平均 平均寿命の増加分を上回

る健康寿命の増加 

健康格差の

縮小 

日常生活に制限のない期間の平均

の都道府県格差の縮小 

都道府県格差の縮小 

 

 

 
 【参考】 

   国が発表している健康寿命（日常生活に制限のない期間の平均）は、国

民生活基礎調査の結果と死亡数及び出生数、人口を基礎資料とする生命表

（定常人口、生存数）を基礎情報とし、サリバン法を用いて厚生労働省健

康プログラムにより算定されている。 

 
（定常人口）×（日常生活に制限がない者の割合）÷（生存数） 

※ 性・年齢階級（5 歳ごと） 

 

・日常生活に制限のない者 

「国民生活基礎調査」（3 年に 1度の調査項目）による 

     質問：あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。 

（１）ある → 《不健康な状態》 

（２）ない → 《健 康な状態》 

・定常人口：X 歳における生存数 L 人についてこれらの各々が X+n 歳に達する

までに生存する年数の和 

 ・生存数：一定の出生者が死亡率に従って死亡減少していくと考えた場合、X

歳に達するまで生きると期待される者の数 
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２ 本市の健康寿命 
 

（１）健康寿命の推移 

   
〇平成 22 年 

本市は全国と比較し男性は 1.96 歳、女性は 1.42 歳短かった。 
   

〇平成 28 年（平成 30 年 7 月公表） 
    本市の健康寿命は延びたが、全国にはまだ追いついていない。 
 
 

図１：健康寿命の推移 
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【出典】厚生労働省科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病予防

対策の費用対効果に関する研究」 
 
 

（２）健康寿命と平均寿命 

   
〇本市では平均寿命と健康寿命の差が男性は 8.47 歳、女性は 13.09 歳。 

        ↓ 
      不健康な期間：長くなると医療費・介護費の増大、経済への影響 

 
 

図２：健康寿命（H28）と平均寿命（H27） 
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【出典】健康寿命：厚生労働省科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活 
習慣病予防対策の費用対効果に関する研究」、平均寿命：厚生労働省「完全生命表」 
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（３）政令指定都市比較（平成 28 年） 

 
〇 本市の健康寿命は、政令指定都市 1 位の浜松市と比較して、 

男性で 1.26 歳、女性で 2.18 歳短い。 

 

【男性】 【女性】

順位 歳 順位 歳

浜松 1 73.19 浜松 1 76.19

神戸 2 72.54 名古屋 2 75.86

静岡 3 72.53 相模原 3 75.35

名古屋 4 72.47 福岡 4 75.22

相模原 5 72.35 新潟 5 75.20

仙台 6 72.26 千葉 6 74.92

広島 7 72.25 横浜 7 74.83

千葉 8 72.18 全　国 － 74.79

全　国 － 72.14 福岡県 － 74.66

さいたま 9 72.13 仙台 8 74.59

新潟 10 72.02 岡山 9 74.42

北九州 11 71.93 さいたま 10 74.28

川崎 12 71.84 川崎 10 74.28

横浜 13 71.83 北九州 12 74.01

岡山 14 71.65 大阪 13 73.92

京都 15 71.55 静岡 14 73.91

福岡県 － 71.49 神戸 15 73.83

堺 16 71.46 堺 16 73.60

札幌 17 71.34 札幌 17 72.89

福岡 18 71.04 京都 18 72.82

大阪 19 69.20 広島 19 72.66

熊本
※ － － 熊本

※ － －

▲ 1.26

▲ 2.18

 
※ 熊本市は熊本地震により基礎資料となる国民生活基礎調査を実施していないた

め算定されていない。 

 
【出典】厚生労働省科学研究費補助金「健康寿命における将来予測と生活習慣病予防対策の費用

対効果に関する研究」 
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３ 健康寿命延伸を目指す上での課題 
 

（１）食生活習慣 
 
   〇 約 8 割が野菜不足と感じている。 

 
図３：1 日 350g 以上の野菜を食べていると思う割合 

12.0 51.5 32.9 3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食べていると思う 少し足りないと思う かなり足りないと思う 無回答
 

          【出典】平成 29 年度北九州市食育に関する実態調査 
 
 
    

〇 1 日当たりの適正な食塩量が 8ｇ未満であることを知っている人は

56.6％である。 
 

図４：1 日当たりの適正食塩量への知識 

56.6 41.9 1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない 無回答
 

        【出典】平成 29 年度北九州市食育に関する実態調査 
 
 
 
 （２）運動習慣 
    

〇 運動習慣のある者は、男女とも 65 歳以上より 65 歳未満のほうが少

ない。 
 

図５：運動習慣のある者（週 1 回以上かつ 30 分/回以上）の割合 
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       【出典】平成 28 年度北九州市健康づくり実態調査 
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 （３）喫煙習慣、受動喫煙の状況 

 
〇 喫煙率は減少傾向であるが、全国と比較して特に若い女性の喫煙率が

高い。 
 
 

図６：本市の喫煙率の推移 
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図７：性・年代別の喫煙率 
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【出典】本市：平成 28 年度北九州市健康づくり実態調査 

（「タバコを吸いますか？」に「はい」と回答した者） 
全国：平成 29 年国民健康・栄養調査（厚生労働省） 

（「毎日吸っている」、「時々吸っている」と回答した者） 
 
 

全国の喫煙率（H29） 

 

男性 30.6％ 

 

全体 18.8％ 

 

女性  7.7％ 
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〇 本市の受動喫煙の機会を有する割合は、全国と同様、「飲食店」次いで

「職場」が多くなっている。また、「家庭」は全国より多くなっている。 
 
 

図８：非喫煙者の日常での受動喫煙の状況（％） 
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【出典】本市：平成 28 年度北九州市健康づくり実態調査 

全国：平成 29 年国民健康・栄養調査（厚生労働省） 
 

 

 

（４）健（検）診受診率 

 
〇 特定健診及び胃がん検診は微増しているが、子宮頸がん検診、乳がん

検診、大腸がん検診は減少している。 
 
 

図９：本市の健（検）診受診率の推移（％） 
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４ 健康寿命延伸に向けた取組み 
 

 企業、地域団体、ＮＰＯ、福岡県などと連携し、「健康づくり」「生きがい・

社会参加」「高齢者就労」の三本柱を推進することで、更なる健康寿命の延伸を

実現し、医療費適正化、健保組合の健全経営、地域活性化につなげる。 

 

 地域活性化  健保組合の健全運営  医療費適正化  

  

 

 

   

 健康（幸）寿命プラス２歳  

       

 健康づくり  生きがい・社会参加  高齢者就労  

 健康診査事業、がん予

防プロジェクト、食を

通した生活習慣病予

防、協会けんぽとの連

携、健康マイレージ事

業、たばこ対策促進事

業・受動喫煙防止対策

事業 

等 

 年長者研修大学校、

生涯学習市民講座、

いきがい活動ステー

ション、生涯現役夢

追塾、ボランティア

大学校、介護予防ボ

ランティア、高齢者

サロン、老人クラブ 

等 

 シルバー人材セン

ター、高齢者の相

談支援（キャリア

カウンセリング、

情報提供等）、各種

セミナーの開催 

 

 

 

      

       

 
福岡県 

  
企業・地域団体・NPO 

 

   

       

 

〇 健康づくりに関する計画 

第二次北九州市健康づくり推進プラン 
（計画期間：平成３０（２０１８）年度～２０２２年度）  

  ・「元気発進！北九州」プランの分野別計画 
  ・「健康増進法」に規定される「市町村健康増進計画」 

・健康づくりスローガン「オール北九州で健康（幸）寿命を延伸する」 

－元気で GO！GO！プラス 2 歳へスクラムトライ！－ 

   ・基本目標Ⅰ データに基づく生活習慣病予防及び重症化予防の推進 

   ・基本目標Ⅱ 多様な背景の市民に対応する健康づくり 

   ・基本目標Ⅲ 市民の健康を支える社会環境の新創 

   

〇 生きがい・社会参加等に関する計画 

北九州市いきいき長寿プラン 
（計画期間：平成３０（２０１８）年度～２０２０年度） 

  ・「元気発進！北九州」プランの分野別計画 
  ・「介護保険法」に規定される「介護保険事業計画（第 7 期）」及び 

「老人福祉法」に規定される「老人福祉計画」  

・基本目標「健康寿命を合言葉に高齢者が主役になるまちづくり」 

～人生９０年時代へ備える～ 
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５ たばこ対策・受動喫煙防止対策 
 

（１）喫煙による健康影響 

  
〇 喫煙者は非喫煙者に比べて、がんなどの疾患になる確率も高くなり、

喫煙は死亡の最大のリスク要因である。 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喫煙 
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（２） 受動喫煙による健康影響 

  
〇 受動喫煙により、年間約 15,000 人が死亡していると推計されている。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

【参考】 

 

能動喫煙（一次喫煙） 

喫煙者がたばこの煙を自分の肺に取り込むこと 

 

受動喫煙（二次喫煙） 

たばこから立ち上がる副流煙と喫煙者が吐き出した煙を第三者が吸いこん

でしまうこと 
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（３） これまでの市の取組み 

 
〇 本市のがん部位別死亡者は男女とも肺がんが第１位であり、このよう

な健康課題を解決するために、禁煙対策、受動喫煙防止対策を推進し、

喫煙率、受動喫煙の機会の減少、妊娠中の喫煙をなくす、COPD（タバ

コ肺：慢性閉塞性肺疾患）の認知度の増加等を目的として取り組みを実

施している。 
 
 【具体的な取組み内容】 

世界禁煙デー、禁煙週間（5 月 31 日～6 月 6 日）、世界 COPD デー（11

月 21 日）におけるポスターやパネル掲示等による啓発、区役所等におけ

る喫煙の健康相談、健康教育など受動喫煙防止対策、きたきゅう健康づ

くり応援店（たばこの煙のないお店）の周知、禁煙支援施設ガイドブッ

クの作成、受動喫煙防止意見交換会の開催 等 

 

 本市の動き 国の動き 

H15 喫煙対策検討開始 健康増進法（第 25 条 受動喫煙の防止） 

H16 本庁、区役所「建物内完全分煙」その

他「建物内完全禁煙」 

「たばこの規制に関する WHO 枠組条約

（FCTC）」を批准 

H22 市内学校「敷地内禁煙」 厚生労働省健康局長通知発出「受動喫煙

防止対策について」 

H23 市内市有施設「建物内全面禁煙」  

H24 受動喫煙防止対策施設推進事業開始

（飲食店の屋内全面禁煙を推進） 

健康日本２１（第二次）H24～H34 

がん対策推進基本計画（第二期） 

H25 北九州市健康づくり推進プラン策定  

H27  2020 年東京オリンピック競技大会・東京

パラリンピック競技大会の準備及び運営

に関する施策の推進を図るための基本方

針が閣議決定 

H28 平成 28 年度北九州市受動喫煙防止対

策意見交換会実施 

喫煙と健康影響に関する報告書（たばこ

白書）が発行 

H29 平成 29 年度北九州市受動喫煙防止対

策意見交換会実施 

受動喫煙防止対策の強化について基本的

な考え方の案を公表 

がん対策推進基本計画（第三期） 

H30 第二次北九州市健康づくり推進プラ

ン策定、平成 30 年度北九州市受動喫

煙防止対策意見交換会実施 

健康増進法を一部改正する法律が成立・

公布・一部施行開始 
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（４） 健康増進法の一部を改正する法律 

 

  〇 国は、「望まない受動喫煙」をなくすことを趣旨とし、平成 30 年 7 月

健康増進法を一部改正した。 
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第一種施設：健康推進課調べ、第二種施設：事業所は H26 経済センサスより、飲食店

は H29 年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,989 

市内の施設数 

38,672 

9,871 

最大で飲食

店全体の

55％程度 
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（５） 今後の取り組み 

  

〇 改正法に基づく受動喫煙防止対策が確実に実行される体制を、完全施

行される 2020 年 4 月までに整備する。 

 

① 市民意識の醸成 

② 施設管理権原者の理解 

③ 環境（推進体制）の整備… 相談窓口設置、関係団体との連携強化 

  

【責務と役割】 

 責務 役割 

市 

受動喫煙防止の

ための環境づく

り 

・喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす影

響等についての周知啓発する 

・地域・関係団体と連携し、受動喫

煙防止の取組みを推進する 

特定施設の管

理権原者等 

施設類型に応じ

た措置の実施 

・受動喫煙を防止するため、行政機

関等と相互に連携を図り協力する 

市民 
喫煙をする際の

配慮 

・改正法の趣旨を理解し喫煙する際

はルールを守る 

 

 

【具体的な取組み】 

施策 取組み内容 

施設等にお

ける受動喫

煙防止対策

の推進 

受動喫煙が健康に及

ぼす影響等の周知啓

発 

市政だより・市ホームページ等

での周知・啓発※ 

関係団体等と連携し、

受動喫煙防止の取組

みの推進 

新制度説明会、講演会、出前講

演の実施※ 

施行前に受動喫煙防

止対策を実施してい

る飲食店の取組み支

援 

きたきゅう健康づくり応援店

（たばこの煙のない店）の効果

的な広報の実施 

体制整備 改正健康増進法の理

解促進のための環境

づくり 

市民等の相談対応※ 

既存特定飲食提供施設の届出窓

口設置 

禁煙・喫煙防

止に関する

支援 

喫煙や受動喫煙が健

康に及ぼす影響等の

周知啓発 

健康相談・健康教育等による情

報提供による意識啓発、禁煙支

援※ 

※すでに実施しているもの 

あらゆる機会を通じた徹底した周知啓発 


